
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラーフィルタを有する液晶パネルと、
　前記液晶パネルに第１の白色光を照射する白色発光ダイオードと、
　それぞれの色の光が混合されることで、前記液晶パネルに前記第１の白色光よりも色再
現範囲が広い第２の白色光を照射する赤色と緑色と青色の発光ダイオードによる３原色発
光ダイオードと、
　前記液晶パネルの周囲の明るさを検出してその検出信号を出力する明るさ検出手段と、
　

光源制御手段
と、
　を設けたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記明るさ検出手段は、輝度センサ及びホワイトバランスセンサの少なくとも一方を有
することを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　カラーフィルタを有する液晶パネルと、前記液晶パネルに第１の白色光を照射する白色
発光ダイオードと、それぞれの色の光が混合されることで、前記液晶パネルに前記第１の
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前記明るさ検出手段からの検出信号に基づき検出された明るさ検出値を予め設定された
所定の明るさ基準値と比較し、その比較結果に応じて、前記明るさ検出値が前記明るさ基
準値より大であるときには前記白色発光ダイオードを発光させ、前記明るさ検出値が前記
明るさ基準値より小であるときには前記３原色発光ダイオードを発光させる



白色光よりも色再現範囲が広い第２の白色光を照射する赤色と緑色と青色の発光ダイオー
ドによる３原色発光ダイオードと、を有する液晶表示装置と、
　前記液晶パネルの光の透過又は反射状態を制御してカラー表示を行う制御装置と、を備
えた電子機器であって、
　前記液晶表示装置には、
　前記液晶パネルの周囲の明るさを検出してその検出信号を出力する明るさ検出手段と、
　

光源制御手段
と、
　を設けたことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラーフィルタを有する液晶パネルとその光源を有する液晶表示装置及び電
子機器に関し、特に、バックライトとして白色の光（第１の白色光）を発光する第１の光
源と、第１の白色光とは異なる白色の光（第２の白色光）を発光する第２の光源を備え、
周囲の明るさに応じて第１の光源と第２の光源を切り換え可能とした液晶表示装置及び、
その液晶表示装置を備えた電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の、この種の液晶表示装置としては、例えば、特許文献１に記載されているような
ものがある。特許文献１には、モニタ・大型テレビなど特に動画表示に適したフィールド
シーケンシャルカラー液晶表示装置に関するものが記載されている。この特許文献１に記
載された液晶表示装置は、「液晶パネルと、前記液晶パネルに照射する光源と、前記光源
の色を時間順次で切り換え、それと同期して前記液晶パネルの透過あるいは反射状態を制
御する駆動手段を備えた液晶表示装置において、時間的な加法混色でカラー表示を行う駆
動と、１色で階調表示するモノカラー表示を行う駆動と、からなる複数の駆動手段を備え
た」ことを特徴としている。
【０００３】
　このような構成を有する特許文献１の液晶表示装置によれば、「通常カラー表示として
フィールドシーケンシャルカラー方式駆動と、色割れがなくかつ低消費電力のモノカラー
表示駆動とを切り換える構成により、トータルとして低消費電力が可能で、かつ高品位の
動画表示が可能な液晶表示装置を得られることができる」等の効果が期待される。
【０００４】
　また、従来の液晶表示装置の他の例としては、例えば、特許文献２に記載されているよ
うなものもある。特許文献２には、表示媒体として液晶を用いた液晶表示装置に関するも
のが記載されている。この特許文献２に記載された液晶表示装置は、「複数個の透明画素
電極が配設された第１の透明絶縁基板と、上記複数個の透明画素電極に対向する透明電極
を有する第２の透明絶縁基板と、上記第１と第２の透明絶縁基板間に配設された液晶と、
上記第２の透明絶縁基板に対向して配設され３原色の各色を順次発光するカラー表示用の
バックライト光源と、上記各透明画素電極に上記液晶の分子の配向を制御する制御回路と
を備えている」ことを特徴としている。
【０００５】
　このような構成を有する特許文献２の液晶表示装置によれば、「３原色を発光するカラ
ー表示用のバックライト光源の３原色を順次発光させ、１画素の透過率を各色に応じて変
化させるように構成したので、１画素で多色表現され１画素でカラー表示のドットを表示
することができ、解像度が高くなり、また、カラーフィルタによる光量の損失がなくバッ
クライト光源の光量が有効に利用でき表示輝度が高くなる」等の効果が期待される。
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明るさ基準値より小であるときには前記３原色発光ダイオードを発光させる



【特許文献１】特開２００３－２４８４６３号公報
【特許文献２】特開平６－１１００３３号公報
【０００６】
　図２１は、従来の液晶表示装置の一例を示すもので、バックライト光源として白（Ｗ）
の光を発光する発光ダイオードを用いたものである。図２１に示すように、液晶表示装置
１は、バックライト２と第１の偏光板３と第１の基板４と液晶５とカラーフィルタ６と第
２の基板７と第２の偏光板８とから構成されている。バックライト２は、複数の白色発光
ダイオードによって構成されており、その複数の白色発光ダイオードが同一直線上又は同
一平面上に並べられている。
【０００７】
　第１の基板４の一面に第１の偏光板３が接合され、この第１の偏光板３の後方に適当な
隙間をあけてバックライト２が対向するように配置されている。第１の基板４の他面に液
晶５が接合され、その液晶５の他面にカラーフィルタ６が接合されている。カラーフィル
タ６には、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各フィルタ領域６ｒ，６ｇ，６ｂが同一間隔
で上下及び左右方向へ繰り返すように配置されて設けられている。このカラーフィルタ６
の他面に第２の基板７が接合されている。そして、第２の基板７の他面に第２の偏光板８
が接合されている。
【０００８】
　かくして、バックライト２を点灯すると、発光された白色の光が、第１の偏光板３から
第１の基板４を経て液晶５に照射され、この液晶５を透過した光がカラーフィルタ６及び
第２の基板７を経て第２の偏光板８から外部に放射される。この際、カラーフィルタ６の
フィルタ領域６ｒ，６ｇ，６ｂを光が通過することにより、各フィルタ領域６ｒ，６ｇ，
６ｂの色に対応した赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の光が放射され、これらによってカラ
ー画像が形成される。
【０００９】
　図２２は、従来の液晶表示装置の他の例を示すもので、バックライト光源として赤、緑
、青のＲＧＢ３色の光を発光する３個以上のＲＧＢ発光ダイオードを用いたものである。
図２２において、液晶表示装置１０の構成は、バックライト９を除いて液晶表示装置１の
構成と同一である。バックライト９は、赤（Ｒ）を発光する赤発光ダイオードと、緑（Ｇ
）を発光する緑発光ダイオードと、青（Ｂ）を発光する青発光ダイオードとの組み合わせ
からなり、それら３色の発光ダイオードが同一平面上に同一の順序で繰り返すように並べ
られている。
【００１０】
　かくして、バックライト９を点灯すると、発光された赤、緑及び青の３色の光が重ね合
わされて白色となり、その白色光が第１の偏光板３から第１の基板４を経て液晶５に照射
される。この液晶５を透過した光がカラーフィルタ６及び第２の基板７を経て第２の偏光
板８から外部に放射される。この際、カラーフィルタ６のフィルタ領域６ｒ，６ｇ，６ｂ
を光が通過することにより、各フィルタ領域６ｒ，６ｇ，６ｂの色に対応した赤、緑、青
の光が外部に放射され、これらによってカラー画像が形成される。
【００１１】
　図２３は、前述した液晶表示装置１の分光特性を示すもので、図２３Ａはカラーフィル
タ６の分光特性、図２３Ｂは白色発光ダイオードの分光特性、図２３Ｃは液晶表示装置１
全体の分光特性を、それぞれ示すグラフである。図２３Ａに示すように、カラーフィルタ
６では、分光特性のピークが３箇所に現れている。即ち、第１のピークは、青色のフィル
タ領域６ｂに対応するもので、１点鎖線Ｂで示すように略波長４７０ｎｍにピーク値があ
る。第２のピークは、緑色のフィルタ領域６ｇに対応するもので、実線Ｇで示すように略
波長５２０ｎｍにピーク値がある。また、第３のピークは、赤色のフィルタ領域６ｒに対
応するもので、破線Ｒで示すように略波長６２０ｎｍにピーク値がある。
【００１２】
　また、図２３Ｂに示すように、白色発光ダイオードでは、分光特性のピークが２箇所に
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現れている。即ち、第１のピークは略波長４４０ｎｍにあり、第２のピークは略波長５３
０ｎｍから略波長６３０ｎｍまでの広い範囲に亘って存在している。この第２のピークは
、ＲＧＢの３色が混色したことによって生じたものである。その結果、図２３Ｃに示すよ
うに、液晶表示装置１の全体では、３箇所に分光特性のピークが現れており、その間の２
箇所に大きな落ち込みが生じている。第１の落ち込みは略波長４８０ｎｍに生じており、
第２の落ち込みは略波長５７０ｎｍに生じている。これら２箇所の落ち込みは、ＲＧＢの
３色が混色したことによって生じたものである。
【００１３】
　図２４は、前述した液晶表示装置１０の分光特性を示すもので、図２４Ａは図２０Ａと
同じカラーフィルタ６の分光特性、図２４ＢはＲＧＢ発光ダイオードの分光特性、図２４
Ｃは液晶表示装置１０全体の分光特性を、それぞれ示すグラフである。
【００１４】
　図２４Ｂに示すように、ＲＧＢ発光ダイオードでは、分光特性のピークが３箇所に現れ
ている。即ち、第１のピークは略波長４７０ｎｍにあり、第２のピークは略波長５３０ｎ
ｍにあり、第３のピークは略波長６３０ｎｍに存在している。これら３箇所のピークの間
に２箇所の落ち込みがあり、第１の落ち込みは略波長５００ｎｍに生じており、第２の落
ち込みは略波長５８０ｎｍに生じている。これら２箇所の落ち込みは、ＲＧＢの３色が分
離されていることによって生じたものである。
【００１５】
　その結果、図２４Ｃに示すように、液晶表示装置１０の全体では、３箇所に分光特性の
ピークが現れており、その間の２箇所に大きな落ち込みが生じている。第１の落ち込みは
略波長４８０ｎｍに生じており、第２の落ち込みは略波長５７０ｎｍに生じている。これ
ら３箇所のピーク及び２箇所の落ち込みは、ＲＧＢ発光ダイオードの分光特性に対応して
おり、ＲＧＢの３色が分離されていることによって生じたものである。
【００１６】
　図２５は、図２３Ａ～２３Ｃに示した分光特性を有する液晶表示装置１と、図２４Ａ～
２４Ｃに示した分光特性を有する液晶表示装置１０の色再現範囲を示したものである。即
ち、二点鎖線で示した三角形１１は、白色発光ダイオードによる色再現範囲を示し、実線
で示した三角形１２は、ＲＧＢ３色発光ダイオードによる色再現範囲を示している。この
図２５から明らかなように、白色発光ダイオードをバックライト光源として用いる場合に
比べて、ＲＧＢ３色発光ダイオードをバックライト光源として用いる方が、赤、緑及び青
の全ての領域において色再現範囲が広がることが明らかになった。
【００１７】
　このような液晶表示装置において、その色再現範囲を拡大する方法として、近年では、
各種の新技術が開発され、採用されている。例えば、カラーフィルタに用いられる新たな
顔料の開発、３色のＬＥＤの改良、新たな冷陰極管の開発等がそれである。
【００１８】
　この場合に、大型の液晶テレビ、ノート型パーソナルコンピュータ等のように、画面サ
イズが１０インチ以上の比較的大きな液晶表示装置を備えた電子機器においては、冷陰極
管を採用するケースが見られるが、冷陰極管の駆動には高電圧が必要とされるため、低消
費電力が重視される携帯用電子機器には殆ど採用されていないのが実情である。また、画
面サイズの小さな携帯電話、デジタルスチルカメラ、カメラ一体型撮像装置、情報携帯端
末等の携帯用電子機器には、商品サイズや消費電力等の問題から低電圧で駆動される白色
ＬＥＤが用いられていることが多い。
【００１９】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載されている液晶表示装置においては、液晶パ
ネルの各画素にカラーフィルタのない白黒液晶パネルが用いられているため、液晶の応答
性に優れ高速応答化が可能ではあったが、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）を発光するため
には必ず切換部で回路を切り換える必要があり、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）を同時に
発光することができなかった。そのため、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の発光を時間的
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に前後させて重ね合わせる必要があったことから、各画素において鮮やかな色を得ること
ができず、色再現能力が不十分なものであった。
【００２０】
　また、上述した特許文献２に記載されている液晶表示装置においては、光の３原色を発
光するバックライト光源の３原色を順次発光させると共に、１画素における各色の透過率
を画素信号に応じて変化させて１画素で多色表現させ、１画素でカラー表示の１ドットを
表示させるものであるため、同じく各画素において鮮やかな色を得ることができず、色再
現能力が不十分であった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　解決しようとする問題点は、従来の液晶表示装置では、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）
の発光を時間的に前後させて重ね合わせるものであったため、各画素において鮮やかな色
を得ることができず、色再現能力が不十分なものであった、という点である。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の液晶表示装置は、カラーフィルタを有する液晶パネルと、その液晶パネルに第
１の白色光を照射する白色発光ダイオードと、それぞれの色のパッケージからの光が混合
されることで液晶パネルに第１の白色光よりも色再現範囲が広い第２の白色光を照射する
赤色と緑色と青色の発光ダイオードによる３原色発光ダイオードと、液晶パネルの周囲の
明るさを検出してその検出信号を出力する明るさ検出手段と、

光源制御手段と、を設けたことを最も主要
な特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の電子機器は、カラーフィルタを有する液晶パネルと、その液晶パネルに
第１の白色光を照射する白色発光ダイオードと、それぞれの色の光が混合されることで液
晶パネルに第１の白色光よりも色再現範囲が広い第２の白色光を照射する赤色と緑色と青
色の発光ダイオードによる３原色発光ダイオードと、を有する液晶表示装置と、液晶パネ
ルの光の透過又は反射状態を制御してカラー表示を行う制御装置と、を備えた電子機器で
あって、液晶表示装置には、液晶パネルの周囲の明るさを検出してその検出信号を出力す
る明るさ検出手段と、

光源制御手段と、を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の液晶表示装置及び電子機器によれば、明るさ検出手段で液晶パネルの周囲の明
るさを検出してその明るさを基準となる明るさと比較し、その明るさに応じて光源制御手
段で と を切り換えることにより、例えば、明る
さが大きい屋外で液晶パネルを見るとき或いは長時間に亘って液晶パネルを見るとき等に
は白の光を発光する を駆動して消費電力を少なくする一方、明るさが
小さい室内等で液晶パネルを見るときには白を含む２以上の光を発光する

を駆動して色再現範囲を広くすることにより、鮮やかで美しい色を視認することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
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前記明るさ検出手段からの
検出信号に基づき検出された明るさ検出値を予め設定された所定の明るさ基準値と比較し
、その比較結果に応じて、前記明るさ検出値が前記明るさ基準値より大であるときには前
記白色発光ダイオードを発光させ、前記明るさ検出値が前記明るさ基準値より小であると
きには前記３原色発光ダイオードを発光させる

前記明るさ検出手段からの検出信号に基づき検出された明るさ検出
値を予め設定された所定の明るさ基準値と比較し、その比較結果に応じて、前記明るさ検
出値が前記明るさ基準値より大であるときには前記白色発光ダイオードを発光させ、前記
明るさ検出値が前記明るさ基準値より小であるときには前記３原色発光ダイオードを発光
させる

白色発光ダイオード ３原色発光ダイオード

白色発光ダイオード
３原色発光ダイ

オード



　液晶パネルの周囲の明るさに応じて光源を切り換え、用途に応じて２つの光源を使い分
けることにより、電力消費の効率化を図って使用時間の長期化を可能とすると共に、必要
なときにはカラー表示を鮮やかにして美しい画面を視認することができる液晶表示装置及
び電子機器を、簡単な構成によって実現した。
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。図１～図２０は、本発明
の実施の形態の例を説明するものである。即ち、図１は本発明の液晶表示装置の第１の実
施の例の概略構成を示す説明図、図２は図１に示した液晶表示装置を用いた電子機器の概
略構成を示すブロック図、図３及び図４は図１に示した液晶表示装置に用いられる電源回
路の実施の例を示すブロック図、図５Ａ～Ｄは図１に示した液晶表示装置のバックライト
を構成する各色発光ダイオードの組合例を示す説明図、図６Ａ～Ｃは図１に示した液晶表
示装置のバックライトを構成する発光ダイオード及びパッケージの配置例を示す説明図、
図７Ａ～Ｃは図１に示した液晶表示装置のバックライトを構成する発光ダイオード及びパ
ッケージの点灯例を示す説明図、図８～図１０は図１に示した液晶表示装置に係る制御装
置の制御例を示すフローチャートである。
【００２７】
　図１１は本発明の液晶表示装置の第２の実施の例の概略構成を示す説明図、図１２は図
１１の液晶表示装置に用いられる電源回路の実施の例を示すブロック図、図１３Ａ～Ｂは
図１１の液晶表示装置のバックライトを構成する白色発光ダイオードの概略構成の実施の
例を示す説明図、図１４Ａ～Ｃは図１１に示した液晶表示装置のバックライトを構成する
白色発光ダイオードの配置例を示す説明図、図１５Ａ～Ｃは図１１に示した液晶表示装置
のバックライトを構成する白色発光ダイオードの点灯例を示す説明図、図１６～図１８は
図１１に示した液晶表示装置に係る制御装置の制御例を示すフローチャート、図１９及び
図２０は本発明の液晶表示装置を備えた電子機器の実施の例を示す説明図である。
【００２８】
　図１に示すように、本発明の第１の実施の例を示す液晶表示装置２０は、カラーフィル
タを有する液晶パネル２１と、この液晶パネル２１に対して白色又は白色を含む２以上の
色を照射するバックライト光源としてのバックライト２２とから構成されている。また、
液晶パネル２１は、第１の偏光板２３と第１の基板２４と液晶２５とカラーフィルタ２６
と第２の基板２７と第２の偏光板２８とから構成されている。
【００２９】
　バックライト２２は、液晶パネル２１に白色の光を照射する第１の光源と、液晶パネル
２１に白色を含む２以上の色を照射する第２の光源とから構成されている。このバックラ
イト２２は、具体的には、白色を含む３色若しくは４色以上の発光ダイオードによって構
成されている。本実施例においては、白色（Ｗ）と色の３原色である赤色（Ｒ）、緑色（
Ｇ）及び青色（Ｂ）の組み合わせ、即ち、白色（Ｗ）を発光可能なＷ発光ダイオード２２
ｗと、赤色（Ｒ）を発光可能なＲ発光ダイオード２２ｒと、緑色（Ｇ）を発光可能なＧ発
光ダイオード２２ｇと、青色（Ｂ）を発光可能なＢ発光ダイオード２２ｂとの４色４種類
の発光ダイオードによって構成されている。
【００３０】
　Ｗ発光ダイオード２２ｗは、例えば、青色を発光する青色発光ダイオードと、その発光
部を覆うカバーのようなフィルタとしての黄色の蛍光体（例えば、赤色蛍光体と緑色蛍光
体の混合物）との組み合わせによって構成することができる。しかしながら、白色（Ｗ）
を構成する組み合わせは、この実施例のものに限定されるものではなく、全体として白色
の光を発光し得るものであれば、各種の組み合わせを適用できることは勿論である。
【００３１】
　また、赤色、緑色、青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂは、それぞれ
独自に該当する色を発光可能な単色発光する発光ダイオードであってもよく、また、白色
発光ダイオードに赤色、緑色、青色の蛍光体を用いて該当する色を発光できるように構成
したものであってもよい。
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【００３２】
　これら４色４種類の発光ダイオードの組み合わせは、例えば、図５Ａ～図５Ｄに示すよ
うに、各種の組み合わせを適用することができる。図５Ｂは、１パッケージに１種類の発
光ダイオードを収納し、赤色、緑色、青色及び白色のＲＧＢＷ発光ダイオード２２ｒ，２
２ｇ，２２ｂ、２２ｗを、それぞれ１パッケージで１種類の色を表示できるようにして、
４パッケージ３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄで４種類の色を表示するように構成したも
のである。
【００３３】
　この場合、４種類の発光ダイオードを、互いの光が干渉しないように発光させると、各
発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂ、２２ｗにおいて、赤色、緑色、青色及び白色が
独自に発光されてそれらの色を独自に表示することになる。一方、３原色の赤色、緑色、
青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂのみを、互いの光が干渉するように
発光させると、それらの光が互いに干渉して全体として白色の光が発光されることになる
。このとき、更に追加して白色のＷ発光ダイオード２２ｗを、それらの光が互いに干渉す
るように発光させると、赤色、緑色、青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２
ｂにより表示される白色よりも更に白色が強化されることになり、全体として明るい白色
となる。この明るい白色に比べると、３個のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２
ｂによって形成される白色は、少々明るさの足りない白色となり、両者の間に明るさの強
弱が生じる。
【００３４】
　図５Ａは、白色のＷ発光ダイオード２２ｗは１個で構成したが、残り３種類の赤色、緑
色、青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂを１個のパッケージ３２に収納
し、２パッケージ３１ａ，３２で４種類の色を表示できるように構成したものである。こ
の場合、パッケージ３２に収納された赤色、緑色、青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，
２２ｇ，２２ｂを同時に若しくは所定時間間隔で逐次的に発光させると、それらの光が互
いに干渉して全体として白色の光が発光されることになる。一方、パッケージ３２におい
て、赤色、緑色、青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂのいずれか１つを
発光させると、パッケージ３２全体がその光に対応した色の発光ダイオードとなって、そ
の光のみが発光される。
【００３５】
　図５Ｃは、白色のＷ発光ダイオード２２ｗを１個のパッケージに収納すると共に、残り
３種類の赤色、緑色、青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂを１個のパッ
ケージに２個ずつ収納し、３パッケージで４種類の色を表示できるように構成したもので
ある。この実施例では、第１のパッケージ３３ａにはＲ発光ダイオード２２ｒとＧ発光ダ
イオード２２ｇを収納し、第２のパッケージ３３ｂにはＧ発光ダイオード２２ｇとＢ発光
ダイオード２２ｂを収納し、第３のパッケージ３３ｃにはＢ発光ダイオード２２ｂとＲ発
光ダイオード２２ｒを収納する構成としている。
【００３６】
　この場合、３種類のパッケージ３３ａ，３３ｂ，３３ｃのうち、いずれか２種類のパッ
ケージを用いることができる。そして、２種類のパッケージに含まれている赤色、緑色、
青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂを同時に若しくは所定時間間隔で逐
次的に発光させることにより、それらの光が互いに干渉して全体として白色の光が発光さ
れることになる。この際、同一色の２個の発光ダイオードは、いずれか一方のみを用いる
ようにする。この２種類のパッケージ（３３ａ，３３ｂ及び３３ｃのうち、いずれか２つ
）において、赤色、緑色、青色のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂのいずれ
か１つを発光させると、そのパッケージがその光に対応した色の発光ダイオードとなって
、その光が発光される。
【００３７】
　なお、第１のパッケージ３３ａのＲ発光ダイオード２２ｒとＧ発光ダイオード２２ｇを
同時に発光させると、赤色（Ｒ）と緑色（Ｇ）の混色である黄色（Ｙ）の光が得られる。
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また、第２のパッケージ３３ｂのＧ発光ダイオード２２ｇとＢ発光ダイオード２２ｂを同
時に発光させると、緑色（Ｇ）と青色（Ｂ）の混色であるシアン（Ｃ）の光が得られる。
そして、第３のパッケージ３３ｃのＢ発光ダイオード２２ｂとＲ発光ダイオード２２ｒを
同時に発光させると、青色（Ｂ）と赤色（Ｒ）の混色であるマゼンタ（Ｍ）の光が得られ
る。
【００３８】
　図５Ｄは、白色を含む４種類のＲＧＢＷ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂ、２２
ｗをそれぞれ１個ずつパッケージに収納し、５個のパッケージ３１ａ～３１ｄで４種類の
色を表示できるように構成したものである。この実施例は、図５Ｃに示した組み合わせの
変形例を示すもので、１個のパッケージを２個に分割したものであって、その使い方は同
様である。即ち、白色及び互いに重複している１色を除く３種類のパッケージのＲＧＢ発
光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂを同時に若しくは所定時間間隔で逐次的に発光させ
ることにより、それらの光が互いに干渉して全体として白色の光が発光されることになる
。これにＷ発光ダイオード２２ｗの発光を加えることにより、更に明るさを増した明るい
白色の表示が得られる。
【００３９】
　前記Ｗ発光ダイオード２２ｗを有する白パッケージ３１ａによって、液晶パネル２１に
白色の光を照射する第１の光源が構成されている。また、ＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，
２２ｇ，２２ｂを有するカラーパッケージ３２と前記白パッケージ３１ａとの組み合わせ
によって、液晶パネルに白色の光を含む２以上の色を照射する第２の光源が構成されてい
る。
【００４０】
　図６Ａ～図６Ｃは、前述したような構成を有する第１の光源及び第２の光源の配置の実
施の例を示すものである。即ち、図６Ａ～図６Ｃに示す実施例は、図５Ａに示したパッケ
ージ構成を用いた実施例であり、白色のＷ発光ダイオード２２ｗと、１個のパッケージに
３種類のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂを収納した３イン１パッケージを
用いてバックライトを構成した場合の、それら発光ダイオードの配置例を示すものである
。この場合、白色とそれ以外の色（赤色、緑色、青色）の数量比率や、それらの色配列等
は、以下に述べる実施例に限定されるものでないことは勿論である。
【００４１】
　図６Ａは、Ｗ発光ダイオード２２ｗを有する白パッケージ３１ａとＲＧＢ発光ダイオー
ド２２ｒ，２２ｇ，２２ｂを有するカラーパッケージ３２とを１個ずつ交互に配置してバ
ックライトを構成した実施例である。この図６Ａに示す実施例の場合には、白パッケージ
３１ａとカラーパッケージ３２とが同じ比率で用いられているため、赤色、緑色、青色の
色の鮮やかさは若干落ちるが、白パッケージ３１ａの電力消費量が小さいため、低消費電
力による長時間の動作を可能とすることができる。
【００４２】
　図６Ｂは、白パッケージ３１ａとカラーパッケージ３２を１対２の割合で繰り返すよう
に配置したものである。この実施例の場合には、カラーパッケージ３２が白パッケージ３
１ａの２倍存在するため、赤色、緑色、青色の色の鮮やかさを向上させることができる。
その反面、カラーパッケージ３２における電力消費量が白パッケージ３１ａよりも多いた
め、電力消費量が多くなる。
【００４３】
　図６Ｃは、白パッケージ３１ａとカラーパッケージ３２の割合を１対３として、カラー
パッケージ３２の割合を更に増やしたものである。この実施例の場合には、カラーパッケ
ージ３２が白パッケージ３１ａの３倍存在するため、赤色、緑色、青色の色の鮮やかさを
更に向上させることができるが、それに比例するように電力消費量も多くなる。なお、白
パッケージ３１ａとカラーパッケージ３２は、同一直線上又は同一平面上に並べられて配
置される。
【００４４】

10

20

30

40

50

(8) JP 4016213 B2 2007.12.5



　図７は、上述したような構成を有するバックライト光源における点灯モード（点灯と消
灯）の実施例を示すものである。図７Ａは、第２の光源において、白パッケージ３１ａと
カラーパッケージ３２の３色（赤、緑、青）の合計４色をすべて点灯させた状態を示すも
のである。この場合には、白パッケージ３１ａからは直接白色の光が放射され、カラーパ
ッケージ３２からは赤、緑、青の３色が混ざり合って白色となった光が放射される。
【００４５】
　この点灯モードによれば、白パッケージ３１ａ及びカラーパッケージ３２のすべてから
白色の光が発光される。そのため、すべてのパッケージが白色光源となって白色を発光す
ることから、バックライトとしての明るさを増して、バックライト全体として最も明るい
照明機能を発揮することができる。この点灯モードは、例えば、屋内において、液晶表示
装置を最も明るい状態で使用する場合に好適である。
【００４６】
　図７Ｂは、第２の光源において、すべての白パッケージ３１ａを消灯する一方、すべて
のカラーパッケージ３２の赤色、緑色、青色の合計３色をすべて点灯させた状態を示すも
のである。この場合には、すべてのカラーパッケージ３２のみから赤色、緑色、青色の３
色が混ざり合って白色となった光が放射される。この点灯モードによれば、カラーパッケ
ージ３２による色再現を重視して鮮やかな色を発光する照明機能を発揮することができる
。この点灯モードは、例えば、屋内において、液晶表示装置を薄暗い状態で使用する場合
に好適である。
【００４７】
　図７Ｃは、第２の光源において、すべてのカラーパッケージ３２を消灯する一方、すべ
ての白パッケージ３１ａをすべて点灯させた状態（この状態が第１の光源を現す。）を示
すものである。この場合には、すべての白パッケージ３１ａのみから白色の光が放射され
る。この点灯モードによれば、明るさ（又は電力）を重視して低消費電力による照明機能
を発揮することができる。この点灯モードは、例えば、屋外において液晶表示装置を使用
する場合に好適である。
【００４８】
　このように、第２の光源と第１の光源を、この液晶表示装置が使用される環境に応じて
、その点灯モードを切り換えるようにする。即ち、高色再現範囲を確保する場合にはカラ
ーパッケージ３２を点灯させ、また、輝度を大きくする場合には白パッケージ３１ａ（必
要に応じてカラーパッケージ３２を加える。）を点灯させることにより、モバイル環境に
応じて、高画質（広色再現範囲）と高い屋外視認性の切り換えが実現可能となる。
【００４９】
　このような構成を有するバックライト２２によって光照射される液晶パネル２１の構成
は、図２２に示したものと同様である。図１に示すように、液晶パネル２１は、バックラ
イト２２側から順に配置された第１の偏光板２３と第１の基板２４と液晶２５とカラーフ
ィルタ２６と第２の基板２７と第２の偏光板２８とから構成されている。
【００５０】
　第１の偏光板２３と第２の偏光板２８は、それぞれ９０度回転する偏光面を設けた偏光
子であり、その第１の偏光板２３が第１の基板４の一面に接合され、第２の偏光板２８が
第２の基板２７の一面に接合されている。第１の基板２４と第２の基板２７は、それぞれ
ガラス板によって形成されており、所定の形状に形成された透明電極がそれぞれの一面に
貼り付けられて一体に構成されている。第１の基板２４及び第２の基板２７の各透明電極
は、それぞれ偏光板２３，２８とは反対側の面に設けられており、それら透明電極が設け
られた面間にカラーフィルタ２６を有する液晶２５が介在されている。
【００５１】
　液晶２５は、棒状の有機物分子からなり、その誘電率や導電率等の電気的異方性と屈折
率等の光学的異方性を利用し、電圧の有無によって暗状態と明状態を切り換えることがで
きる。この液晶２５の一面に一方の透明電極が配置され、他面にカラーフィルタ２６が配
置されている。そして、カラーフィルタ２６の液晶２５と反対側の面に他方の透明電極が
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配置されている。カラーフィルタ２６には、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の各フ
ィルタ領域２６ｒ，２６ｇ，２６ｂが同一間隔で上下及び左右方向へ繰り返して連続する
ように配置されている。
【００５２】
　このカラーフィルタ２６の赤色、緑色、青色の３原色の色純度は、カラーフィルタの膜
厚、色素の濃度等によって異なり、濃度の値を高めるほど向上するが、その反面カラーフ
ィルタの透過率が低下して表示画面が暗くなる。これに関して、本願発明では、第１の光
源である白パッケージ３１ａのみの点灯状態の他に、第２の光源による白パッケージ３１
ａの点灯とは別にカラーパッケージ３２の点灯を加え合わせ、両者を同時に点灯させる構
成とした。そのため、透過率が低下した状態においても十分な光量を発光することができ
、明るさを増して視認性を高めることができると共に、色再現範囲を広げて色の表示を鮮
やかなものにすることができる。
【００５３】
　図２は、前述したような構成を有する液晶パネル２１とバックライト２２とからなる液
晶表示装置２０を備えた電子機器４０の概略構成を示すブロック図である。この電子機器
４０は、光源制御手段を兼ねる制御装置である制御部４１と、この制御部４１に電気的に
接続された映像信号処理部４２と、制御部４１を駆動するためのプログラムメモリやデー
タメモリその他のＲＡＭやＲＯＭ等を有する記憶装置４３と、液晶パネル２１の周囲の輝
度を検出してその検出信号を出力する明るさ検出手段の第１の具体例を示す輝度センサ４
４と、液晶パネル２１の周囲の明るさを検出してその検出信号を出力する明るさ検出手段
の第２の具体例を示すホワイトバランスセンサ４５等を備えて構成されている。
【００５４】
　制御部４１は、例えば、マイクロコンピュータ（ＣＰＵ）を有する演算回路等を備えて
構成されている。映像信号処理部４２には液晶駆動部４６が接続されており、この液晶駆
動部４６に液晶パネル２１が接続されている。この映像信号処理部４２には、電子機器４
０の第１の接続端子４０ａが接続されており、その第１の接続端子４０ａを介して外部機
器から映像信号が入力される。また、電子機器４０の第２の接続端子４０ｂには制御部４
１が接続されており、その第２の接続端子４０ｂからカメラの補正信号が入力される。
【００５５】
　更に、制御部４１には、第１のインタフェース回路４８を介して輝度センサ４４が接続
されており、その輝度センサ４４で検出された輝度情報が制御部４１に入力される。また
、制御部４１には、第２のインタフェース回路４９を介してホワイトバランスセンサ４５
が接続されており、そのホワイトバランスセンサ４５で検出されたホワイトバランス情報
が制御部４１に入力される。そして、制御部４１にはＬＥＤ駆動部４７が接続されており
、そのＬＥＤ駆動部４７にバックライト２２である第１の光源２２ｗと第２の光源２２ｒ
，２２ｇ，２２ｂが接続されている。
【００５６】
　図３及び図４は、ＬＥＤ駆動部４７と第１の光源２２ｗ及び第２の光源２２ｒ，２２ｇ
，２２ｂを結ぶ電源回路の構成例を示すものである。図３に示す電源回路５１は、４種類
の発光ダイオード、即ち、白色のＷ発光ダイオード２２ｗと赤色、緑色、青色の３種類の
ＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂを、それぞれ個別に並列に接続したもので
ある。電源回路５１には、４種類の発光ダイオードに対応させて４つの開閉スイッチＷ－
ＳＷ、Ｒ－ＳＷ、Ｇ－ＳＷ、Ｂ－ＳＷが設けられている。これら開閉スイッチＷ－ＳＷ、
Ｒ－ＳＷ、Ｇ－ＳＷ、Ｂ－ＳＷの開閉操作を制御することにより、４種類の発光ダイオー
ドを、その色毎に個別に点灯したり、すべての色を同時に点灯したりして適宜に制御する
ことができる。
【００５７】
　また、図４に示す電源回路５２は、白色のＷ発光ダイオード２２ｗと赤色、緑色、青色
の３種類のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ，２２ｇ，２２ｂを、それぞれ個別に直列に接続
したものである。電源回路５２にも、４種類の発光ダイオードに対応させて４つの開閉ス
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イッチＷ－ＳＷ、Ｒ－ＳＷ、Ｇ－ＳＷ、Ｂ－ＳＷが設けられている。これら開閉スイッチ
Ｗ－ＳＷ、Ｒ－ＳＷ、Ｇ－ＳＷ、Ｂ－ＳＷの開閉操作を制御することにより、４種類の発
光ダイオードを、その色毎に個別に点灯したり、すべての色を同時に点灯したりして適宜
に制御することができる。
【００５８】
　なお、液晶パネル２１としては、パネル内にスイッチング用半導体素子及び信号を蓄積
するための記憶素子を含むアクティブマトリクスＬＣＤに限定されるものではなく、これ
を含まないパッシブマトリクスＬＣＤは勿論のこと、その他の方式のものを適用すること
ができる。また、液晶パネル２１に対するバックライト２２の配置構造は、液晶パネル２
１の側方にバックライト２２を配置するサイド方式は勿論のこと、液晶パネル２１の背面
にバックライト２２を配置する直下方式であってもよく、その他任意の方式を適用できる
ものである。更に、バックライト２２のモード切換えと同期して、液晶表示装置２０の絵
作り（γ補正、色の設定や選択、補正等）を切り換える構成とすることができる。
【００５９】
　ここで、γ（ gamma correction）補正について説明する。被写体の色がどれだけ忠実に
再現されているかを表すことを色再現といい、色再現の特性まで含めて色再現性という。
一般に、テレビジョンの再生画像のコントラストは実際の被写体のコントラストに比べて
低いが、それにもかかわらず人がそれほどの不快感なく再現画像に接することができるの
は、最適な階調再現が原景の相対明度の再現にあるからである。また、被写体各部の輝度
と再現された画像上で対応する部分の輝度を両対数軸上に表した入出力特性を階調特性と
いい、再現された画像の明暗の再現状態を階調再現という。そして、再現状態における各
部の接線の勾配をγ（ガンマ）と呼んでいる。
【００６０】
　現行テレビジョンのモニタ（液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＣＲＴディス
プレイ等）では、γ特性（電気－光変換特性）の値は、一般に、モニタガンマγ＝１．８
～２．２の範囲に設定されている。このモニタガンマγの値は、図２６に示すように、モ
ニタに供給される信号の特性（ビデオカードガンマテーブル）に基づいて、トータルガン
マγとして補正することができる。例えば、モニタガンマがγ＝２．２である場合に、逆
γ特性（ビデオカードガンマテーブル）を有するビデオ信号（例えば、特性０．８１８）
を供給すると、トータルガンマはγ＝１．８となる。
【００６１】
　図２７に示すように、このγ補正のγの値を大きくすると（例えば、γ＝２．５）、中
間階調輝度が小さくなり（階調表現力アップ）、画面が暗くなる。これに対して、γの値
を小さくすると（例えば、γ＝１．０）、中間階調輝度が大きくなり（階調表現力ダウン
）、画面が明るくなる。このように、任意に或いは好みに応じてγ補正を行うことにより
、液晶表示装置２０の明るさ、鮮明さ等を好みの状態に調整して、画面上の絵作りを行う
ことができる。
【００６２】
　図８から図１０に示すフローチャートは、電子機器４０の制御部４１において行われる
制御の実施の例を示すものである。制御部４１には、輝度センサ４４からの輝度検出信号
と、ホワイトバランスセンサ４５からのホワイトバランス検出信号と、カメラからの補正
信号と、映像信号とが供給され、これらの信号に基づき所定の演算処理を実行し、その演
算結果に応じて、ＬＥＤ駆動部４７に制御信号を出力してバックライト（第１の光源と第
２の光源）の点灯を制御する。この点灯制御と共に、映像信号処理部４２を介して液晶駆
動部４６に制御信号を出力し、液晶パネル２１を制御して、その液晶パネル２１に所定の
映像を表示する。しかしながら、本発明は、図８～図１０に示す制御例に限定されるもの
でないことは勿論である。
【００６３】
　図８に示すフローチャートは、画像の画質を重視してバックライト２２の光源を制御す
る例を示すものである。まず、ステップＳ１において、画像モードをノーマルに設定する
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。これは、例えば、記憶装置４３に予め記憶されている基準となる画像モードに画像の画
質を合わせる。次に、ステップＳ２に移行して、第１の光源であるＷ発光ダイオード２２
ｗを点灯する（例えば、図７Ｃに示す状態）。この状態では、Ｗ発光ダイオード２２ｗの
みの点灯であるため、ある程度の照明の明るさを確保して、低消費電力でバックライト２
２を動作させることができる。このような照明の使い方は、例えば、屋外で電子機器４０
を使用する場合に有効である。
【００６４】
　次に、ステップＳ３に移行して、画質モードが高画質モードに切り換えられたか否かを
判定する。この判定は、画質モードを高画質モードと通常画質モードとに切り換える切換
スイッチが切り換え操作されたか否かを見ることによって行われる。このステップＳ３に
おいて、高画質モードにスイッチが切り換えられていないと判定されたときには、これで
処理を終了する。その一方、ステップＳ３において、高画質モードにスイッチが切り換え
られたと判定されたときには、ステップＳ４に移行する。
【００６５】
　ステップＳ４では、画質モードを高画質モードに切り換える。そして、ステップＳ５に
移行する。このステップＳ５では、赤色、緑色、青色の３種類のＲＧＢ発光ダイオード２
２ｒ、２２ｇ、２２ｂを同時に点灯する（例えば、図７Ａに示す状態）。このステップＳ
５の状態では、すでに点灯されているＷ発光ダイオード２２ｗによる白色光に、ＲＧＢ発
光ダイオード２２ｒ、２２ｇ、２２ｂによる白色光が追加される。これにより、第１の光
源と第２の光源の双方の白色が重ね合わされた極めて明るい照明となる。そのため、液晶
パネル２１のカラーフィルタ２６を極めて明るい光で照らすことができ、従って、色再現
性を極めて高くすることができ、所定の色を鮮やかに表示することができる。そして、こ
れで処理を終了する。
【００６６】
　図９に示すフローチャートは、電源の種類によってバックライトの光源を制御する例を
示すものである。まず、ステップＳ１１において、電子機器４０の電源がＡＣ電源である
か否かを判定する。この判定は、電子機器４０が、電力が十分に供給され得る家庭内等で
使用されているか、屋外に持ち出されて携帯用電源の電力によって使用されているかを見
るものである。このステップＳ１１の判定において、電源がＡＣ電源ではないと判定され
た場合、即ち、電子機器４０が屋外に持ち出されて携帯用電源の電力で駆動されている場
合には、ステップＳ１２に移行する。
【００６７】
　ステップＳ１２では、画質が高画質モードか否かを判定する。この判定は、画質の良し
悪しによってバックライト２２を第１の光源と第２の光源とに切り換えるものである。こ
のステップＳ１２において、画質が高画質モードではないと判定されたときには、ステッ
プＳ１３に移行して、第１の光源であるＷ発光ダイオード２２ｗを点灯する（例えば、図
７Ｃに示す状態）。このとき、ステップＳ１３の状態では、Ｗ発光ダイオード２２ｗのみ
の点灯であるため、ある程度の照明の明るさを確保しつつ、低消費電力でバックライト２
２を長時間動作させることができる。このような照明の使い方は、例えば、明るさが極め
て大きな自然光の中にある屋外で電子機器４０を使用する場合に有効である。そして、処
理を終了する。
【００６８】
　一方、ステップＳ１２の判定において、画質が高画質モードであると判定されたときに
は、ステップＳ１４に移行して、赤色、緑色、青色の３種類のＲＧＢ発光ダイオード２２
ｒ、２２ｇ、２２ｂを同時に点灯する（例えば、図７Ｂに示す状態）。そして、これで処
理を終了する。このステップＳ１４の状態では、３種類のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ、
２２ｇ、２２ｂによる白色が発光される。この状態では、第２の光源のうち、３種類のＲ
ＧＢ発光ダイオード２２ｒ、２２ｇ、２２ｂのみが点灯した状態となり、明るい照明では
あるが、Ｗ発光ダイオード２２ｗの点灯による白色が重ね合わされた極めて明るい照明に
比べると少々暗い照明となる。この照明モードでは、液晶パネル２１のカラーフィルタ２
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６を通常の明るい光で照らすことができるため、高い色再現性を確保しつつ、消費電力の
増加を抑制して照明時間の長期化を図ることができる。
【００６９】
　また、ステップＳ１１の判定において、電源がＡＣ電源であると判定された場合、即ち
、電子機器４０が屋内にあってコンセントに接続され、家庭用電源の電力で駆動されてい
る場合には、ステップＳ１５に移行する。このステップＳ１５では、ＲＧＢ発光ダイオー
ド２２ｒ、２２ｇ、２２ｂとＷ発光ダイオード２２ｗとの合計４種類のＲＧＢＷ発光ダイ
オード２２ｒ、２２ｇ、２２ｂ、２２ｗのすべてが点灯される（例えば、図７Ａに示す状
態）。これにより、Ｗ発光ダイオード２２ｗの発光とＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ、２２
ｇ、２２ｂの発光とが同時に行われ、双方の発光により生ずる白色が互いに重ね合わされ
た極めて明るい照明となる。そのため、液晶パネル２１のカラーフィルタ２６を極めて明
るい光で照らすことができ、色再現性が高く、しかも色の鮮やかな表示を実現することが
できる。そして、これで処理を終了する。
【００７０】
　図１０に示すフローチャートは、照度を検出するセンサの検出値によってバックライト
２２の光源を制御する例を示すものである。まず、ステップＳ２１において、液晶表示装
置２０の周囲の照度が第１の基準となる第１の所定値Ｌ１より高いか否かを判定する。こ
の判定は、電子機器４０に取り付けられた液晶表示装置２０の周囲の照度に基づき、その
電子機器４０が屋外等の明るい場所にあるか、屋内等の暗い場所にあるかを見ることによ
り、その照度の検出結果から、電子機器４０が置かれている状況に応じてバックライト２
２の明暗を制御しようとするものである。
【００７１】
　このステップＳ２１の判定は、具体的には、輝度センサ４４によって検出された輝度検
出信号の値とホワイトバランスセンサ４５によって検出されたホワイトバランス検出信号
の値を、予め設定されてメモリ４３等に記憶された第１の所定値Ｌ１と比較し、それら検
出値の少なくとも一方が第１の所定値Ｌ１よりも高いか否かによって行う。この場合、電
子機器４０が屋内等の比較的暗い場所にある場合には、検出された照度の値が第１の所定
値Ｌ１よりも低いと判定される。これとは逆に、電子機器４０が屋外等の比較的明るい場
所にある場合には、検出された照度の値が第１の所定値Ｌ１よりも高いと判定される。
【００７２】
　このステップＳ２１の判定の結果、検出された照度の値が第１の所定値Ｌ１よりも高い
と判定された場合、即ち、電子機器４０が明るい場所にある場合には、ステップＳ２２に
移行して、その検出値を、同じく予め設定された第２の基準値である第２の所定値Ｌ２と
比較する。このステップＳ２２の判定は、屋外等の比較的明るい場所において、液晶表示
装置２０の表示面を更に明るくする必要があるのか、その表示面は暗い側でも良いのかを
見るものである。
【００７３】
　このステップＳ２２の判定の結果、検出値が第２の所定値Ｌ２よりも低いと判定された
場合には、ステップＳ２３に移行して、第１の光源であるＷ発光ダイオード２２ｗを点灯
する（例えば、図７Ｃに示す状態）。このとき、ステップＳ２３の状態では、Ｗ発光ダイ
オード２２ｗのみの点灯であるため、ある程度の照明の明るさを確保しつつ、低消費電力
でバックライト２２を長時間動作させることができる。このような照明の使い方は、例え
ば、明るさが極めて大きな自然光が溢れた屋外で電子機器４０を使用する場合に有効であ
る。そして、処理を終了する。
【００７４】
　一方、ステップＳ２２の判定において、検出値が第２の所定値Ｌ２よりも高いと判定さ
れた場合には、ステップＳ２４に移行して、ＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ、２２ｇ、２２
ｂとＷ発光ダイオード２２ｗとの合計４種類のＲＧＢＷ発光ダイオード２２ｒ、２２ｇ、
２２ｂ、２２ｗをすべて点灯する（例えば、図７Ａに示す状態）。これにより、Ｗ発光ダ
イオード２２ｗの発光とＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ、２２ｇ、２２ｂの発光とが同時に
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行われ、第１の光源と第２の光源の双方の発光により生ずる白色が互いに重ね合わされた
極めて明るい照明となる。そのため、液晶パネル２１のカラーフィルタ２６を極めて明る
い光で照らすことができ、色再現性が高く、しかも明るくて色の鮮やかな表示を実現する
ことができる。
【００７５】
　また、ステップＳ２１の判定において、検出値が第１の所定値Ｌ１よりも低いと判定さ
れた場合には、ステップＳ２５に移行して、３種類のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ、２２
ｇ、２２ｂを点灯する（例えば、図７Ｂに示す状態）。これにより、第２の光源のうち、
３種類のＲＧＢ発光ダイオード２２ｒ、２２ｇ、２２ｂのみが点灯した状態となり、明る
い照明ではあるが、Ｗ発光ダイオード２２ｗの点灯による白色が重ね合わされた極めて明
るい照明に比べると、少々暗い照明となる。この照明モードでは、液晶パネル２１のカラ
ーフィルタ２６を通常の明るい光で照らすことができるため、高い色再現性を確保しつつ
、消費電力の増加を抑制して照明時間の長期化を図ることができる。そして、処理を終了
する。
【００７６】
　図１１は、本発明の液晶表示装置の第２の実施の例を示すものである。この液晶表示装
置８０が前記実施例に係る液晶表示装置２０と異なるところは、バックライト光源として
のバックライト８２のみである。そのため、ここではバックライト８２の構成のみを説明
し、同一部分には同一の符号を付して重複した説明を省略する。
【００７７】
　バックライト８２は、液晶パネル２１に第１の白色光Ｗ１を照射する第１の光源と、液
晶パネル２１に第１の白色光とは異なる第２の白色光Ｗ２を照射する第２の光源とから構
成されている。第１の光源は、第１の白色光Ｗ１を発光する第１の白色発光体８２ａ（Ｗ
１）であって、例えば、青色発光ダイオードと黄色蛍光体との組み合わせによって構成す
ることができる。第１の白色発光体８２ａは、具体的には図１３Ａに示すような構成を有
しており、青色（Ｂ）の光を発光するＢ発光ダイオード８３と、このＢ発光ダイオード８
３の発光部の前面に配置されると共に発光部から放射された青色光（Ｂ）の照射を受ける
ことによって白色を発色する黄色蛍光体８４を備えている。
【００７８】
　Ｂ発光ダイオード８３の発光部の周囲は黄色蛍光体８４によって覆われており、その黄
色蛍光体８４の背面には光を反射させる反射層８６が設けられている。反射層８６は、球
面若しくはパラボラアンテナの受光面のように光を良く反射させる曲面形状に形成されて
いる。この反射層８６は、平面形状が略四角形をなすベース部材８７によって保持されて
いる。このベース部材８７の略中央部にＢ発光ダイオード８３が配置されており、これら
が一体となって第１の白色発光体８２ａが構成されている。
【００７９】
　第２の光源は、第２の白色光Ｗ２を発光する第２の白色発光体８２ｂ（Ｗ２）であって
、例えば、単色発光ダイオードと混合蛍光体との組み合わせによって構成することができ
る。第２の白色発光体８２ｂは、任意の単色光を発光する単色発光ダイオードと、その単
色発光ダイオードの発光部の前面に配置されると共に発光部から放射された単色光の照射
を受けることによって白色を発色する２以上の蛍光体が混合された混合蛍光体との組み合
わせによって構成することができる。
【００８０】
　この単色発光ダイオードと混合蛍光体の組み合わせとしては、例えば、次のような組合
せを挙げることができる。単色発光ダイオードとして青色発光ダイオードを用いる場合に
は、赤色蛍光体と緑色蛍光体を混合した赤・緑混合蛍光体を適用する。単色発光ダイオー
ドとして赤色発光ダイオードを用いる場合には、緑色蛍光体と青色蛍光体を混合した緑・
青混合蛍光体を適用する。単色発光ダイオードとして緑色発光ダイオードを用いる場合に
は、赤色蛍光体と青色蛍光体を混合した赤・青混合蛍光体を適用する。
【００８１】
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　また、３色の蛍光体を混合させて３色混合蛍光体を構成することもでき、例えば、単色
発光ダイオードとして青色発光ダイオードを用いる一方、赤色蛍光体と緑色蛍光体とマゼ
ンタ蛍光体を混合した赤・緑・マゼンタ混合蛍光体を適用することができる。更に、単色
発光ダイオードと混合蛍光体の組み合わせとしては、これらの実施例に限定されるもので
はなく、発光ダイオードの発光を受けて、結果として白色に発色する組合せに係るもので
あれば、本発明に適用できることは勿論である。なお、混合蛍光体としては、４色以上の
蛍光体を混合させるものであってもよいことは勿論である。
【００８２】
　第２の白色発光体８２ｂは、図１３Ｂに示すような構成を有している。図１３Ｂに示す
第２の白色発光体８２ｂは、第２の白色発光体の一具体例を示すもので、青色（Ｂ）の光
を発光するＢ発光ダイオード８３と、このＢ発光ダイオード８３から放射された青色光（
Ｂ）の照射を受けることによって白色を発色する赤・緑混合蛍光体８５を備えている。Ｂ
発光ダイオード８３の発光部の周囲は赤・緑混合蛍光体８５によって覆われており、その
赤・緑混合蛍光体８５の背面には光を反射させる反射層８６が設けられている。反射層８
６は、球面若しくはパラボラアンテナの受光面のように光を良く反射させる曲面形状に形
成されている。この反射層８６は、平面形状が略四角形をなすベース部材８７によって保
持されている。このベース部材８７の略中央部にＢ発光ダイオード８３が配置されており
、これらが一体となって第２の白色発光体８２ｂが構成されている。
【００８３】
　図１４Ａ～図１４Ｃは、前述したような構成を有する第１の白色発光体（第１の光源）
８２ａと第２の白色発光体（第２の光源）８２ｂの配置の実施の例を示すものである。こ
れらの実施の例において、第１の白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂの数量比率
や、それらの配列等は、以下に述べる実施の例に限定されるものでないことは勿論である
。更に、前記実施例と同様に、バックライトと組み合わせる液晶表示装置は、アクティブ
マトリクスに限定されることなく、単純マトリクスその他の形式のものを含むものである
。同様に、バックライトのレイアウトは、サイド方式であってもよく、また、直下方式そ
の他の方式を適用できるものである。そして、バックライトのモード切換えと同期して液
晶表示装置の絵作り（γ補正や色補正等）を切り換えても良い。
【００８４】
　図１４Ａは、第１の白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂを１個ずつ交互に配置
してバックライトを構成した実施例である。この図１４Ａに示す実施例の場合には、第１
の白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂが同じ比率で用いられているため、第２の
白色発光体８２ｂの発光による色の再現性（画質）は若干落ちるが、第１の白色発光体８
２ａの発光による屋外等における視認性（明るさ）を高め、電力消費量の軽減を図ること
ができる。
【００８５】
　図１４Ｂは、第１の白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂを１対２の割合で繰り
返すように配置したものである。この実施例の場合には、第２の白色発光体８２ｂが第１
の白色発光体８２ａの２倍存在するため、第２の白色発光体８２ｂの発光による色の再現
性（画質）を高めることができる。その反面、第２の白色発光体８２ｂによる電力消費量
が少々増加する。
【００８６】
　図１４Ｃは、第１の白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂの割合を１対３として
、第２の白色発光体８２ｂの割合を更に増やしたものである。この実施例の場合には、第
２の白色発光体８２ｂが第１の白色発光体８２ａの３倍存在するため、色の再現性（画質
）をより一層向上させることができる。その反面、電力消費量も多くなる。なお、第１の
白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂは、同一直線上又は同一平面上に並べられて
配置される。
【００８７】
　図１５は、上述したような構成を有するバックライト光源における点灯モード（点灯と
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消灯）の実施例を示すものである。図１５Ａは、第１の白色発光体８２ａと第２の白色発
光体８２ｂのすべてを一度に点灯させた状態を示すものである。この場合には、第１の白
色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂの両方から、それぞれ第１の白色光Ｗ１及び第
２の白色光Ｗ２が放射される。この点灯モードによれば、すべての白色発光体が白色光源
となって白色を発光することから、バックライトとしての明るさを最大にして、バックラ
イト全体として最も明るい照明機能を発揮することができる。この点灯モードは、例えば
、屋内において、液晶表示装置を最も明るい状態で使用する場合等に好適である。
【００８８】
　図１５Ｂは、すべての第１の白色発光体８２ａを消灯する一方、すべての第２の白色発
光体８２ｂを点灯させた状態を示すものである。この場合には、第２の白色発光体８２ｂ
のみからなる第２の白色光Ｗ２が放射される。この点灯モードによれば、第２の白色発光
体８２ｂの第２の白色光Ｗ２による色再現を重視した鮮やかな色を再現する照明機能を発
揮することができる。この点灯モードは、例えば、屋内において、液晶表示装置を薄暗い
状態で使用する場合に好適である。
【００８９】
　図１５Ｃは、すべての第２の白色発光体８２ｂを消灯する一方、すべての第１の白色発
光体８２ａを点灯させた状態を示すものである。この場合には、第１の白色発光体８２ａ
のみからなる第１の白色光Ｗ１が放射される。この点灯モードによれば、第１の白色発光
体８２ａの第１の白色光Ｗ１による明るさ（又は電力）を重視した低消費電力による照明
機能を発揮することができる。この点灯モードは、例えば、屋外において、液晶表示装置
を使用する場合に好適である。
【００９０】
　このように、第１の白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂを、この液晶表示装置
が使用される環境に応じて、その点灯モードを切り換えるようにする。即ち、高色再現範
囲を確保する場合には第２の白色発光体８２ｂを点灯させ、また、輝度を大きくする場合
には第１の白色発光体８２ａ（必要に応じて第２の白色発光体８２ｂを加える。）を点灯
させることにより、モバイル環境に応じて、高画質（広色再現範囲）と高い屋外視認性の
切り換えが実現可能となる。
【００９１】
　このような構成を有するバックライト８２によって光照射される液晶パネル２１の構成
は、図１に示したものと同様である。図１１に示すように、液晶パネル２１は、バックラ
イト８２側から順に配置された第１の偏光板２３と第１の基板２４と液晶２５とカラーフ
ィルタ２６と第２の基板２７と第２の偏光板２８とから構成されている。
【００９２】
　上述した第１及び第２の白色発光体８２ａ，８２ｂを光源として用いた電気回路の実施
の例を図１２に示す。図１２に示す電源回路８１は、複数の第１の白色発光体８２ａと複
数の第２の白色発光体８２ｂを、それぞれ個別に直列に接続したものである。電源回路８
１には、直列に接続された第１の白色発光体８２ａの電源回路と、同じく直列に接続され
た第２の白色発光体８２ａの電源回路を、それぞれ個別に開閉可能とされた開閉スイッチ
８８（ＳＷａ，ＳＷｂ）が設けられている。この開閉スイッチ８８の開閉操作を制御する
ことにより、第１の白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂを個別に点灯したり、両
白色発光体８２ａ，８２ｂを同時に点灯したりして適宜に制御することができる。
【００９３】
　図１６から図１８に示すフローチャートは、電源回路８１を備えた電子機器４０の制御
部４１において行われるバックライト８２の制御の実施の例を示すものである。制御部４
１には、前記実施例と同様に、輝度センサ４４からの輝度検出信号と、ホワイトバランス
センサ４５からのホワイトバランス検出信号と、カメラからの補正信号と、映像信号とが
供給され、これらの信号に基づき所定の演算処理を実行する。そして、制御部４１が、そ
の演算結果に応じてＬＥＤ駆動部４７に制御信号を出力し、バックライト８２の第１の白
色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂを制御する。この点灯制御と共に、映像信号処
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理部４２を介して液晶駆動部４６に制御信号を出力し、液晶パネル２１を制御して、その
液晶パネル２１に所定の映像を表示する。しかしながら、本発明の第２の実施例は、図１
６～図１８に示す制御例に限定されるものでないことは勿論である。
【００９４】
　図１６に示すフローチャートは、画像の画質を重視してバックライト８２を制御する例
を示すものである。まず、ステップＳ３１において、画像モードをノーマルに設定する。
これは、例えば、記憶装置４３に予め記憶されている基準となる画像モードに画像の画質
を合わせる。次に、ステップＳ３２に移行して、第１の光源である第１の白色発光体８２
ａを点灯する（例えば、図１５Ｃの状態）。この状態では、第１の白色発光体８２ａのみ
の点灯であるため、第１の白色光Ｗ１によるある程度の照明の明るさを確保して、低消費
電力でバックライト２２を動作させることができる。このような照明の使い方は、例えば
、屋外で電子機器４０を使用する場合に有効である。
【００９５】
　次に、ステップＳ３３に移行して、画質モードが高画質モードに切り換えられたか否か
を判定する。この判定は、画質モードを高画質モードと通常画質モードとに切り換える切
換スイッチが切り換え操作されたか否かを見ることによって行われる。このステップＳ３
３において、高画質モードにスイッチが切り換えられていないと判定されたときには、こ
れで処理を終了する。その一方、ステップＳ３３において、高画質モードにスイッチが切
り換えられたと判定されたときには、ステップＳ３４に移行する。
【００９６】
　ステップＳ３４では、画質モードを高画質モードに切り換える。そして、ステップＳ３
５に移行する。このステップＳ３５では、第２の光源である第２の白色発光体８２ｂを点
灯する（例えば、図１５Ａの状態）。このステップＳ３５の状態では、すでに点灯されて
いる第１の白色発光体８２ａによる第１の白色光Ｗ１に、第２の白色発光体８２ｂによる
第２の白色光Ｗ２が追加される。これにより、２種類の光源が同時に点灯した状態となり
、双方の白色が重ね合わされた極めて明るい照明となる。そのため、液晶パネル２１のカ
ラーフィルタ２６を極めて明るい光で照らすことができることから色再現性を高めること
ができ、所定の色を鮮やかに表示することができる。そして、これで処理を終了する。
【００９７】
　図１７に示すフローチャートは、電源の種類によってバックライト８２を制御する例を
示すものである。まず、ステップＳ４１において、電子機器４０の電源がＡＣ電源である
か否かを判定する。この判定は、電子機器４０が、電力が十分に供給され得る家庭内等で
使用されているか、屋外に持ち出されて携帯用電源の電力によって使用されているかを見
るものである。このステップＳ４１の判定において、電源がＡＣ電源ではないと判定され
た場合、即ち、電子機器４０が屋外に持ち出されて携帯用電源の電力で駆動されている場
合には、ステップＳ４２に移行する。
【００９８】
　ステップＳ４２では、画質が高画質モードか否かを判定する。この判定は、画質の良し
悪しによってバックライト８２を第１の光源と第２の光源とに切り換えるものである。こ
のステップＳ４２において、画質が高画質モードではないと判定されたときには、ステッ
プＳ４３に移行して、第１の光源である第１の白色発光体８２ａを点灯する（例えば、図
１５Ｃの状態）。このとき、ステップＳ４３の状態では、第１の白色発光体８２ａのみの
点灯であるため、第１の白色光Ｗ１によるある程度の照明の明るさを確保しつつ、低消費
電力でバックライト８２を長時間動作させることができる。このような照明の使い方は、
例えば、明るさが極めて大きな自然光の中にある屋外で電子機器４０を使用する場合に有
効である。そして、処理を終了する。
【００９９】
　一方、ステップＳ４２の判定において、画質が高画質モードであると判定されたときに
は、ステップＳ４４に移行して、第２の光源である第２の白色発光体８２ｂを点灯する（
例えば、図１５Ｂの状態）。このステップＳ４４の状態では、第２の白色発光体８２ｂの
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みの点灯であるため、第２の白色光Ｗ２による明るい照明ではあるが、第１の白色発光体
８２ａの点灯による白色が重ね合わされた極めて明るい照明に比べると少々暗い照明とな
る。この照明モードでは、液晶パネル２１のカラーフィルタ２６を通常の明るい光で照ら
すことができるため、高い色再現性を確保しつつ、消費電力の増加を抑制して照明時間の
長期化を図ることができる。そして、これで処理を終了する。
【０１００】
　また、ステップＳ４１の判定において、電源がＡＣ電源であると判定された場合、即ち
、電子機器４０が屋内にあってコンセントに接続され、家庭用電源の電力で駆動されてい
る場合には、ステップＳ４５に移行する。このステップＳ４５では、第１の白色発光体８
２ａと第２の白色発光体８２ｂのすべてが同時に点灯される（例えば、図１５Ａの状態）
。これにより、第１の白色発光体８２ａと第２の白色発光体８２ｂの発光とが同時に行わ
れるため、第１の白色光Ｗ１と第２の白色光Ｗ２により生ずる白色が互いに重ね合わされ
た極めて明るい照明となる。これにより、液晶パネル２１のカラーフィルタ２６を極めて
明るい光で照らすことができ、色再現性が高く、しかも色の鮮やかな表示を実現すること
ができる。そして、これで処理を終了する。
【０１０１】
　図１８に示すフローチャートは、照度を検出するセンサの検出値によってバックライト
８２の光源を制御する例を示すものである。まず、ステップＳ５１において、液晶表示装
置２０の周囲の照度が第１の基準となる第１の所定値Ｌ１より高いか否かを判定する。こ
の判定は、電子機器４０に取り付けられた液晶表示装置２０の周囲の照度に基づき、その
電子機器４０が屋外等の明るい場所にあるか、屋内等の暗い場所にあるかを見ることによ
り、その照度の検出結果から、電子機器４０が置かれている状況に応じてバックライト８
２の明暗を制御しようとするものである。
【０１０２】
　このステップＳ５１の判定は、具体的には、輝度センサ４４によって検出された輝度検
出信号の値とホワイトバランスセンサ４５によって検出されたホワイトバランス検出信号
の値を、予め設定されてメモリ４３等に記憶された第１の所定値Ｌ１と比較し、それら検
出値の少なくとも一方が第１の所定値Ｌ１よりも高いか否かによって行う。この場合、電
子機器４０が屋内等の比較的暗い場所にある場合には、検出された照度の値が第１の所定
値Ｌ１よりも低いと判定される。これとは逆に、電子機器４０が屋外等の比較的明るい場
所にある場合には、検出された照度の値が第１の所定値Ｌ１よりも高いと判定される。
【０１０３】
　このステップＳ５１の判定の結果、検出された照度の値が第１の所定値Ｌ１よりも高い
と判定された場合、即ち、電子機器４０が明るい場所にある場合には、ステップＳ５２に
移行して、その検出値を、同じく予め設定された第２の基準値である第２の所定値Ｌ２と
比較する。このステップＳ５２の判定は、屋外等の比較的明るい場所において、液晶表示
装置２０の表示面を更に明るくする必要があるのか、その表示面は暗い側でも良いのかを
見るものである。
【０１０４】
　このステップＳ５２の判定の結果、検出値が第２の所定値Ｌ２よりも低いと判定された
場合には、ステップＳ５３に移行して、第１の光源である第１の白色発光体８２ａを点灯
する（例えば、図１５Ｃの状態）。このとき、ステップＳ５３の状態では、第１の白色発
光体８２ａのみの点灯であるため、第１の白色光Ｗ１によるある程度の照明の明るさを確
保しつつ、低消費電力でバックライト８２を長時間動作させることができる。このような
照明の使い方は、例えば、明るさが極めて大きな自然光が溢れた屋外で電子機器４０を使
用する場合に有効である。そして、処理を終了する。
【０１０５】
　一方、ステップＳ５２の判定において、検出値が第２の所定値Ｌ２よりも高いと判定さ
れた場合には、ステップＳ５４に移行して、第１の白色発光体８２ａと第２の光源である
第２の白色発光体８２ｂをすべて点灯する（例えば、図１５Ａの状態）。これにより、第
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１の白色発光体８２ａの発光と第２の白色発光体８２ｂの発光が同時に行われるため、第
１の白色光Ｗ１と第２の白色光Ｗ２により生ずる白色が互いに重ね合わされた極めて明る
い照明となる。そのため、液晶パネル２１のカラーフィルタ２６を極めて明るい光で照ら
すことができ、色再現性が高く、しかも明るくて色の鮮やかな表示を実現することができ
る。そして、処理を終了する。
【０１０６】
　また、ステップＳ５１の判定において、検出値が第１の所定値Ｌ１よりも低いと判定さ
れた場合には、ステップＳ５５に移行して、第２の白色発光体８２ｂを点灯する（例えば
、図１５Ｂの状態）。これにより、第２の白色発光体８２ｂのみが点灯した状態となり、
第２の白色光Ｗ２による明るい照明ではあるが、第１の白色発光体８２ａの点灯による白
色が重ね合わされた極めて明るい照明に比べると少々暗い照明となる。この照明モードで
は、液晶パネル２１のカラーフィルタ２６を通常の明るい光で照らすことができるため、
高い色再現性を確保しつつ、消費電力の増加を抑制して照明時間の長期化を図ることがで
きる。そして、処理を終了する。
【０１０７】
　図１９及び図２０は、上述したような構成及び作用・効果を奏する液晶表示装置２０を
用いることができる電子機器の具体的な実施の例を示すものである。図１９は、本発明に
係る電子機器として、ビデオカメラ等の撮像装置に適用したものである。この撮像装置６
０は、カメラ本体６１と、このカメラ本体６１に回動可能に取り付けられた液晶表示装置
２０等を備えて構成されている。
【０１０８】
　カメラ本体６１は、略直方体をした中空の筐体からなり、その内部には、被写体を撮像
可能なレンズ装置や、そのレンズ装置によって得られた画像を記録可能な記録装置（例え
ば、ディスクドライブ装置、テープドライブ装置等）、これらレンズ装置や記録装置等を
駆動制御する制御装置等が収納されている。このカメラ本体６１には、被写体を写し出す
ことができる電子ビューファインダ６２と、液晶表示装置２０との２種類の表示装置が設
けられている。電子ビューファインダ６２は、カメラ本体６１の上部に回動可能に取り付
けられており、前側を回動中心として後側が上方へ引き起こし可能とされている。
【０１０９】
　液晶表示装置２０は、カメラ本体６１の一方の側面に二軸回動機構６３によって回動可
能に取り付けられている。液晶表示装置２０は、一面に開口された偏平のカバー部材６４
に収納されており、そのカバー部材６４が二軸回動機構６３の第１の回動軸部によって回
動可能に支持されている。第１の回動軸部は第２の回動軸部と回動可能に連結されており
、その第２の回動軸部がカメラ本体６１に回動可能に支持されている。この二軸回動機構
６３の機能により、液晶表示装置２０は、図１９に示すように撮影者側に向いた状態や、
これとは反対に被写体側に向いた状態等、カバー部材６４を回動等することによって任意
の姿勢を取ることができるようになされている。
【０１１０】
　図２０は、本発明に係る電子機器として、ノート型パーソナルコンピュータ（以下「ノ
ート型ＰＣ」という。）７０に適用したものである。このノート型ＰＣ７０は、パソコン
本体７１と、このパソコン本体７１に回動可能に取り付けられた液晶表示装置２０等を備
えて構成されている。
【０１１１】
　パソコン本体７１は、偏平の直方体をした中空の筐体からなり、その内部には、マイク
ロコンピュータやＲＡＭ，ＲＯＭ等の記憶装置、バッテリー電源その他の機器が内蔵され
ている。パソコン本体７１の上面には、情報を入力するための多数のキーを有する操作部
７２が設けられている。この操作部７２を開閉可能に覆うように液晶表示装置２０がヒン
ジ手段７２を介して回動可能に取り付けられている。このような構成を有するノート型Ｐ
Ｃ７０に、前述した本発明に係る液晶表示装置２０を用いることにより、モバイル環境に
応じて光源を切り換え、高画質（広角再現範囲）と高輝度による屋外等における画面視認
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性の切り換えが実現可能となる。
【０１１２】
　尚、図１に示す実施例では、例えば、γの値は２．２であり、輝度は１５０ｃｄ／ｍ２

である。また、図１１に示す実施例では、例えば、γの値は１．０～１．５と２．２の２
段階に切換え可能であり、これにより輝度は３００ｃｄ／ｍ２ と１５０ｃｄ／ｍ２ の２段
階に切換えられる。
【０１１３】
　以上説明したように、本願発明によれば、カラーフィルタを有する液晶パネルと第１及
び第２の光源と明るさ検出手段と光源制御手段とを設け、使用環境に応じて点灯させる発
光ダイオードを切り換える構成としたため、広い色再現範囲と高輝度を低電力で実現する
ことができる。例えば、室内等のように比較的暗い場所ではＲＧＢ発光ダイオードによる
照明で美しい表示面を視認できるようにし、屋外等のように明るい場所ではＷ発光ダイオ
ードによる照明のみで表示面を視認できるようにして長時間の視認を可能として、用途に
応じて光源を切り換えて使用することができる。
【０１１４】
　以上説明したが、本願発明は前記実施例に限定されるものではなく、例えば、前記実施
例では、電子機器として撮像装置（カムコーダ等）６０とノート型ＰＣ７０を適用した例
について説明したが、この他にも、携帯電話、デジタルスチルカメラ、携帯情報端末、携
帯用小型テレビ、カーナビゲーション、電子辞書等のように液晶ディスプレイを表示装置
として用いる各種の電子機器に適用することができるものである。このように、本願発明
は、その要旨を変更しない範囲で各種の変更実施が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の液晶表示装置の第１の実施例の概略構成を示す説明図である。
【図２】本発明の液晶表示装置が用いられる電子機器の概略構成の第１の実施例を示すブ
ロック図である。
【図３】本発明の液晶表示装置が用いられる電源回路の第１の実施例を示すブロック図で
ある。
【図４】本発明の液晶表示装置が用いられる電源回路の第２の実施例を示すブロック図で
ある。
【図５】本発明の液晶表示装置に係るバックライトの第１の実施例として４色の発光ダイ
オードの組み合わせ例を示すもので、図５Ａは白の１パッケージと赤緑青を１パッケージ
にした組み合わせ、図５Ｂは白赤緑青の各１パッケージの組み合わせ、図５Ｃは白の１パ
ッケージと赤緑青のうちいずれか２色を１パッケージにした組み合わせ、図５Ｄは白の１
パッケージと赤緑青の各１パッケージのうちいずれか２色の組み合わせを、それぞれ示す
説明図である。
【図６】本発明の液晶表示装置に係るバックライトの第１の実施例として発光ダイオード
及びパッケージの配置例を示すもので、図６Ａは白の１パッケージと赤緑青を１パッケー
ジにしたものを１つ置きに交互に配置した例、図６Ｂは白の１パッケージに対して赤緑青
を１パッケージにしたものを２つ並べて配置した例、図６Ｃは白の１パッケージに対して
赤緑青を１パッケージにしたものを３つ並べて配置した例を、それぞれ示す説明図である
。
【図７】本発明の液晶表示装置の図６Ｂに示す発光ダイオード及びパッケージにおける点
灯例を示すもので、図７Ａは白赤緑青すべての発光ダイオードを点灯した状態、図７Ｂは
白を除いて赤緑青の発光ダイオードを点灯した状態、図７Ｃは白の発光ダイオードのみを
点灯して赤緑青の発光ダイオードを消灯した状態を、それぞれ示す説明図である。
【図８】本発明の液晶表示装置に係る制御装置による制御の第１の実施例を示すフローチ
ャートである。
【図９】本発明の液晶表示装置に係る制御装置による制御の第２の実施例を示すフローチ
ャートである。
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【図１０】本発明の液晶表示装置に係る制御装置による制御の第３の実施例を示すフロー
チャートである。
【図１１】本発明の液晶表示装置の第２の実施例の概略構成を示す説明図である。
【図１２】本発明の液晶表示装置が用いられる電源回路の第３の実施例を示すブロック図
である。
【図１３】本発明の液晶表示装置に係る白色発光体の実施例を示すもので、図１３Ａは第
１の白色発光体の断面図、図１３Ｂは第２の白色発光体の断面図である。
【図１４】本発明の液晶表示装置に係るバックライトの第２の実施例として第１の白色発
光体と第２の白色発光体の配置例を示すもので、図１４Ａは第１の白色発光体と第２の白
色発光体を１つ置きに交互に配置した例、図１４Ｂは第１の白色発光体の１個に対して第
２の白色発光体を２つ並べて配置した例、図１４Ｃは第１の白色発光体の１個に対して第
２の白色発光体を３つ並べて配置した例の、それぞれ説明図である。
【図１５】本発明の液晶表示装置の図１４Ａに示す第１及び第２の白色発光体の点灯例を
示すもので、図１５Ａは第１の白色発光体と第２の白色発光体をすべて点灯した状態、図
１５Ｂは第１の白色発光体を消灯して第２の白色発光体のみを点灯した状態、図１５Ｃは
第２の白色発光体を消灯して第１の白色発光体のみを点灯した状態の、それぞれ説明図で
ある。
【図１６】本発明の液晶表示装置に係る制御装置による制御の第４の実施例を示すフロー
チャートである。
【図１７】本発明の液晶表示装置に係る制御装置による制御の第５の実施例を示すフロー
チャートである。
【図１８】本発明の液晶表示装置に係る制御装置による制御の第６の実施例を示すフロー
チャートである。
【図１９】本発明の液晶表示装置を用いた電子機器の第１の実施例である撮像装置を示す
外観斜視図である。
【図２０】本発明の液晶表示装置を用いた電子機器の第２の実施例であるノート型パーソ
ナルコンピュータを示す外観斜視図である。
【図２１】従来の液晶表示装置の第１の例を示す説明図である。
【図２２】従来の液晶表示装置の第２の例を示す説明図である。
【図２３】第１の光源の分光特性を示すもので、図２３Ａはカラーフィルタの分光特性、
図２３Ｂは白発光ダイオードの分光特性、図２３Ｃは液晶パネル全通過光の分光特性の、
それぞれグラフである。
【図２４】第２の光源の分光特性を示すもので、図２４Ａはカラーフィルタの分光特性、
図２４Ｂは赤緑青発光ダイオードの分光特性、図２４Ｃは液晶パネル全通過光の分光特性
の、それぞれグラフである。
【図２５】ＣＩＥ色度図で色再現領域を示した説明図である。
【図２６】モニタガンマのγ特性を説明するもので、横軸に映像信号を取り、縦軸にモニ
タ輝度を取ったグラフである。
【図２７】モニタガンマのγ特性を説明するもので、横軸に入力信号を取り、縦軸に輝度
を取ったグラフである。
【符号の説明】
【０１１６】
　２０，８０‥液晶表示装置、　２１‥液晶パネル、　２２，８２‥バックライト、　２
５‥液晶、　２６‥カラーフィルタ、　３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄ，３２，３３ａ
，３３ｂ，３３ｃ‥パッケージ、　４０‥電子機器、　４１‥制御部（光源制御手段）、
　４４‥輝度センサ（明るさ検出手段）、　４５‥ホワイトバランスセンサ（明るさ検出
手段）、　５１，５２，８１‥電源回路、　６０‥撮像装置（電子機器）、　７０‥ノー
ト型パーソナルコンピュータ（電子機器）、　８２ａ‥第１の白色発光体（第１の電源）
、　８２ｂ‥第２の白色発光体（第２の電源）、　８３‥青色発光ダイオード、　８４‥
黄色蛍光体、　８５‥赤・緑混合蛍光体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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号，并基于来自亮度传感器44的检测信号，W发光二极管22w和RGB发
光二极管22r，如图22g和22b所示，控制部分41切换。 [选图]图1
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